
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
七
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
第
二
部
通
則

８
に
係
る
規
定
は
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
区
分
番
号
Ｆ
１
０

０
の
１
、
区
分
番
号
Ｆ
２
０
０
の
注
２
、
区
分
番
号
Ｆ
４
０
０
の
１
及
び
区
分
番
号
Ｉ
０
０
２－

２
の
注
２
に
係
る
規

定
は
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
０
０
０
の
注
３
、

区
分
番
号
Ａ
１
０
０
の
注
３
、
区
分
番
号
Ｆ
１
０
０
の
注
８
、
区
分
番
号
Ｆ
２
０
０
の
注
４
、
区
分
番
号
Ａ
２
１
２
の

注
４
、
区
分
番
号
Ｆ
４
０
０
の
注
２
、
第
二
章
第
十
部
の
通
則

及
び
区
分
番
号
Ｋ
９
３
９－

５
の
注
２
に
係
る
規
定
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は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前

の
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
以
下
「
旧
算
定
方
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
１
０
０
の
注
８
及
び
注
９
、

区
分
番
号
Ａ
１
０
４
の
注
６
、
区
分
番
号
Ａ
１
０
５
、
区
分
番
号
Ａ
３
０
８－

２
並
び
に
区
分
番
号
Ａ
３
１
７
の
注
９

か
ら
注

ま
で
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
同

11

年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
旧
算
定
方
法
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
３
０
１－

２
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
病
室

に
お
け
る
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、



な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
算
定
方
法
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
１
０
０
の
注
８
中
「9

3
9

点
」
と
あ
る
の
は
「9

6
6

点
」

と
、
「7

9
0

点
」
と
あ
る
の
は
「8

1
2

点
」
と
、
区
分
番
号
Ａ
３
０
８－

２
の
亜
急
性
期
入
院
医
療
管
理
料
１
中
「2

,
0
6

1

点
」
と
あ
る
の
は
「2

,
1
1
9

点
」
と
、
亜
急
性
期
入
院
管
理
料
２
中
「1

,
9
1
1

点
」
と
あ
る
の
は
「1

,
9
6
5

点
」
と
、
同

区
分
の
注
２
中
「
そ
れ
ぞ
れ1

,
7
6
1

点
又
は1

,
6
6
1

点
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ1

,
8
1
1

点
又
は1

,
7
0
8

点
」
と
、
区
分

番
号
Ａ
３
１
７
の
注
９
中
「1

,
6
6
1

点
」
と
あ
る
の
は
「1

,
7
0
8

点
」
と
、
区
分
番
号
Ａ
３
０
１－

２
の
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ

ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
中
「4

,
5
1
1

点
」
と
あ
る
の
は
「4

,
5
8
4

点
」
と
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


